
 
 
 
 
 
  

 

～今月の内容はこちらです～ 

1. +10（プラステン）から始めよう！ 

2. 令和 4年度の協会けんぽ長野支部保険料率について 

3. 資格の切れた保険証はご返却ください 

 

 3月になり、寒さの中にも少しずつ春らしい日差しが感じられるようになりました。 

年度末ということもあり、忙しい日々を過ごしている方も多くいらっしゃると思います。 

この時期は一日の寒暖差や、環境の変化により体調を崩しやすくなります。花粉症や感染症の対策とあわせて、

規則正しい食生活や十分な睡眠、リフレッシュを意識しましょう！ 
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 ◆1.＋10（プラステン）から始めよう！「自律神経を整えるストレッチ」 

------------------------------------------------------------------------- 

 今回は自律神経を整えるストレッチを紹介します。自律神経である交感神経と副交感神経のバランスが乱れる

と、倦怠感や頭痛、不安感など様々な症状を引き起こします。季節の変わり目は、緊張やストレスで自律神経が

乱れやすくなるといわれています。簡単にできるストレッチですので、気分転換に実践してみてください。 

   

【ストレッチその 1】                 【ストレッチその 2】 

① 椅子に軽く足を開いて座ります。         ① 椅子に浅めに座り、足を軽く開きます。 

② 肘を伸ばし、胸の前で手の甲を合わせます。    ② 右足を外に開き、両手を右ももの横に置きます。 

③ 腕の位置は変えず、おへそを覗き込むようにして  ③ 左足を左側に伸ばし、つま先を天井に向けます。 

背中を丸めます。                 ④ 息を吐きながら、体を右方向へ捻り 10秒キープ。 

  （この姿勢のまま 10秒キープ）         （右手は椅子の背中側、左手は右ももの横に添えます） 

④ ①の姿勢に戻り肩甲骨を寄せるように肘を引き   ⑤ ゆっくりと①の姿勢に戻り、反対側も同様に行い 

ます。（この姿勢のまま 10秒キープ）        ます。 
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  ◆2.令和 4年度の協会けんぽ長野支部保険料率について 

------------------------------------------------------------------------- 

 令和 4年度の長野支部の健康保険料率は－0.04％、全国一律の介護保険料率は－0.16％令和 3年度に比べ引下

げとなりますので、お知らせします。 

※令和 4年 3月分（4月納付分）からの適用となります。 

※任意継続被保険者の方は、令和 4年 4月分の保険料から変更になります。 
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～令和 4年度 協会けんぽ長野支部の保険料率～ 

健康保険率：9.71％（令和 3年度）⇒9.67％（令和 4年度） 

介護保険率：1.80％（令和 3年度）⇒1.64％（令和 4年度）      

 

◎協会けんぽ長野支部の令和 4年度保険料率についてプレスリリースはこちら 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagano/cat080/20180523/20180523/ 

 

 ◎保険料について詳しく知りたい方はこちら 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2022hokenryou/ 

 

 ◎被保険者の方の保険料額表について知りたい方はこちら（PDF） 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40220naga

no.pdf 

 

 ◎任意継続被保険者の方の保険料額表について知りたい方はこちら（PDF） 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ninkei/20nagano.

pdf 
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  ◆3. 資格の切れた保険証はご返却ください 

------------------------------------------------------------------------- 

 3月・4月は、退職や就職等で保険証の切り替えが必要になる方が多い時期です。在職時の保険証が使えるのは

「退職日まで」となりますので、ご注意ください。 

 また、ご家族（被扶養者）が扶養から外れた場合は、扶養解除日から保険証が使用できなくなります。資格の切

れた保険証は速やかに事業所へ返却してください。ご家族（被扶養者）の保険証も忘れずご返却ください。 

  ※退職後に誤って在職時の保険証を使って医療機関を受診すると、協会けんぽへ医療費 

 （総医療費の 7～8割）を返還していただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康ニュースは、全国健康保険協会

長野支部より毎月配信される 

メールマガジンを参考に発行して

います。（企画本部） 




